




88

（1）ごみゼロ社会実現プランの推進
20 年後（平成 37（2025）年）の「ごみゼロ

社会」の実現をめざして、住民、事業者、市町等
の幅広い参画のもと、平成 17(2005) 年３月に策
定（平成 23(2011) 年３月改定）した「ごみゼロ
社会実現プラン」の普及・啓発を積極的に行いま
す。

また、プランに掲げる具体的施策をより実効性
の高いものとするため、これまで実施してきたごみ
の減量化に関するモデル事業の他市町への普及な
どを行うことにより、県全域での展開に向けた取
組を推進します。

（2）リサイクル製品の利用促進
認定手続きにおける不正行為の再発防止とリサ

イクル製品の品質及び安全性の確保を図るため、
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づき、的
確に審査・事後確認などを実施します。

（3）容器包装リサイクルの促進
三重県第６期分別収集促進計画に基づき、市町

等の第６期分別収集計画の円滑な推進を支援し、
容器包装廃棄物のリサイクルの推進を図ります。

また、市町の第７期分別収集促進計画（平成 26
（2014）～平成 30（2018））の策定を促して
いきます。

（4）使用済自動車等の適正処理
ア 関連業者の許可及び登録

解体・破砕業者に関する許可及び使用済自動
車の引取業者・フロン類の回収業者に関する登
録事務を的確に行うとともに、これら事業者の
名簿を公開し、照会に対して迅速に対応できる
体制をとります。

イ 対象業者等に対する啓発及び指導等
各自動車関連事業者や県民（自動車所有者）

に法の内容を周知するとともに、関連事業者の
施設整備や使用済自動車の適正処理等について
指導等を行います。

（5）ＲＤＦ処理の安全性・安定性の確保
廃棄物処理の信頼を確保するため、今後も、Ｒ

ＤＦ製造施設や利用施設の安全・安心を確保した
上で、市町等による一般廃棄物の適正処理に努め

す。
ウ 住民、事業者等による普及啓発活動の推進

「三重県新エネサポーター制度」を活用し、
住民や事業者等による新エネルギーの普及啓発
活動への取組を推進します。

（5）木質バイオマスの安定供給性の構築
木質バイオマスの発電等への利用を進めるため

には、原料となる未利用間伐材の安定供給体制を
構築することが重要です。

このため、県内の林業・木材産業事業者、発電
事業者等で構成する「三重県木質バイオマスエネ
ルギー利用推進協議会」を活用し、関係者間の連
携を強化するとともに、供給事業者への収集・運
搬機械等の導入支援を行い、供給事業者の育成
に取り組みます。

（6）農業用水を活用した小水力発電の導入
農村地域において、農業用水等を利用した小水

力発電等の整備の促進を図り、農業用施設での発
電電力使用による地域活性化、自力分散型電源確
保に寄与することにより、農村の生活環境や生産
基盤整備、防災対策を通じて，生産性の向上や安
心・安全な農山漁村づくりを進めます。

平成 25（2013）年度は、津市内のかんがい
用ダムにおいて、発電施設整備に向けた実施設計
を行います。

また、県内の農業用施設における小水力発電の
実施可能地区の調査を行います。

（7）未利用エネルギーの利用促進
ごみの持つ未利用なエネルギーを有効利用する

ため、市町等で製造されたごみ固形燃料（ＲＤＦ）
の安定的な受け皿として、三重ごみ固形燃料発電
所（ＲＤＦ焼却・発電施設）の安全安定運転を継
続していきます。

2−1 ごみゼロ社会の実現
2 循環型社会の構築（廃棄物対策の推進）
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（1）水質の監視
公共用水域や地下水の水質を継続的に監視する

ことにより、水質の状況や経年変化を把握し、水
質汚濁の防止、汚濁負荷量の削減を進めます。

（2）環境基準類型の指定・見直し
公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人

の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持す
ることが望ましい基準として定められており、当該
水域における水道水源や水産養殖での利用、水生
生物の保全の必要性等をふまえ、環境基準の類型
を指定することにより水質汚濁の防止を図っていま
す。また、環境基準類型のあてはめを行った水域
のうち、環境基準の達成状況、汚濁源の状況変化
等から、より上位の環境基準類型への見直しが適
当である水域については、適宜環境基準類型の見
直しを行うことでさらなる水質改善を図ります。

水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類
型についても、現地調査結果を踏まえてあてはめ
を行うこととしています。

（3）工場・事業場に対する規制・指導
県内の規制対象事業場の立入検査等を実施す

ることにより、排水基準の遵守、排水処理施設の
適切な維持管理等を徹底し、公共用水域の水質汚
濁の防止を図ります。

（4）畜産経営に起因する水質汚濁の防止
水質汚濁防止について、平成 24(2012) 年度

に引き続き、畜産環境パトロールや、家畜排せつ
物法に基づく立入調査を実施し、浄化処理機能維
持技術等についての指導とともに、適正なふん尿
処理についての改善指導を行います。

（1）水質総量規制の推進
伊勢湾に流入する汚濁負荷量の削減を図るた

め、化学的酸素要求量（COD）、窒素含有量及
びりん含有量を指定項目とした、第 7 次水質総量
規制により、引き続き平成 26（2014）年度の目
標達成に向け、工場・事業場に対し、汚濁負荷量
の削減について指導監督を行います。

を受け、各市が行う地域の指定について、助言を
行います。

（2）都市生活騒音対策
ア 近隣騒音対策

生活騒音の防止のためのモラルの高揚を図る
ため、パンフレット等による啓発活動を実施しま
す。

イ 未規制事業場（施設）対策
未規制事業場（施設）による騒音苦情の実

態を把握するため、市町との連携を図りつつ、
騒音測定等を適宜実施します。

（3）主要道路沿道の騒音マップの公開
環境騒音（道路に面する地域）の地域評価に

ついては、道路に面する一定地域内の住居等のう
ち騒音レベルが環境基準値を超過する戸数及び超
過する割合で評価する面的評価により行うことと
されていますが、平成 24（2012）年度より市の
区域についての評価は市が行うことになったことか
ら、各市と連携して評価を行い、主要道路沿道の
騒音マップを環境省のホームページで公開していき
ます。

悪臭の防止
（1）工場・事業場に対する規制・指導等

工場等に対して、市町と連携して悪臭の防止の
指導・啓発を行います。

（2）規制地域の拡大
悪臭防止対策を推進するため、濃度規制の地域

拡大について、また、複合臭に対応できる臭気規
制の導入について、市に対し助言を行うとともに、
町と連携を図っていきます。

（3）畜産経営に起因する悪臭の防止
悪臭防止について、平成 24(2012) 年度に引

き続き、畜産環境パトロールや、家畜排せつ物法
に基づく立入調査を行い、適正なふん尿処理につ
いての指導を行います。

4−1 水質汚濁の防止

4 水環境の保全

4−2 伊勢湾等 ( 閉鎖性海域）の再生
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化工事や配水管の布設替工事を実施します。
また、企業誘致担当部局等とも連携し、地下

水から工業用水道への水源転換や新規企業立地
に伴う工業用水の供給等、工業用水道の需要拡
大を進めていきます。

ウ 地盤沈下による災害の防止または復旧
濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱に基づく地

盤沈下による湛水災害及び被害の防止及び河川
管理施設の機能の復旧に資する事業として引き
続き次の事業を実施します。

表４－１－３ 地盤沈下対策関連事業（要綱に基づくもの）
（平成25年度）

その他関連事業 広域河川改修事業

その他関連事業 湛水防除事業 長島中部地区、木曽岬地区
大鳥居地区、源緑輪中地区

員弁川、朝明川


